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◎各種許可申請書の提出締切日が変更されます。 

 令和５年４月より、農地法の各種許可申請書の提出締切日が毎月２１日となり 

ますので、ご注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

農地の売買や転用する場合には、農地法の手続きが 

必要です。 

 

 ★市外化調整区域の農地 

農地を耕作目的で売買・貸し借りをする場合または、農地以外の用途に 

使用する場合（転用）や農地の埋め立て、盛土をする時は、農業委員会 

または、千葉県知事の許可が必要になります。 

許可申請については、受付期間（毎月２１まで、ただし、閉庁日を除く。） 

を定めていますが、添付書類等に不備がありますと受付できない場合もあ 

りますので、事前に地元農業委員又は農業委員会事務局までご相談くださ 

い。 

 

★市外化区域の農地 

農地を転用する場合には工事着工前に、農業委員会へ届出が必要になりま 

す。届出は随時受け付けています。 

 

 

全国農業新聞を購読しよう 

全国農業新聞は、農業経営に役立つ農業総合専門誌として、高い評価を受けて

います。毎週金曜日発行で、購読料は月７００円（税込）です。 

購 読 の お 問 い 合 わ せ は 、 農 業 委 員 会 又 は 下 記 ま で 。 

 東京都千代田区二番町 9-8中央労働基準協会ビル  

全国農業新聞 新聞業務部 電話：03-6910-1130 
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市内の広範囲でイノシシによる農作物被害が急増しています。繁殖能力が非常に 

高く、今後の個体数増加が予想されるため、イノシシ対策は急務です。 

〇イノシシ対策 

イノシシ対策には捕獲・農作物への侵入阻止・生息地管理が必要です。 

・【捕獲】わなを仕掛け、捕獲活動を行う。 

・【農作物への侵入阻止】電気柵や防護柵を設置する。 

・【生息地管理】耕作放棄地の草刈り等を行い、棲み処をなくす。 

 

佐倉市では令和４年度より鳥獣被害対策実施隊を結成して、地元住民と協力して捕

獲を推進しています。地元住民説明会なども行っていますので、佐倉市農政課まで

ご相談ください。地域ぐるみのイノシシ対策にご協力お願いします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

※捕獲されたイノシシ。大きいのは 100 ㎏超。 ※イノシシがぬたうちした水田。 

稲に泥が付き出荷できなくなります。 

 

 

 

 

 

 

トラクターなどの農業機械の盗難が多発しています。 

農地や庭先などでも盗難の報告があります。 

３つの盗難防止対策を講じて、未然に防ぎましょう。 

① 農地に農機具を置いて帰らない。 

② エンジンキーは必ず抜きましょう。 

③ 鍵のかかる倉庫など保管しましょう。 

 

２ 

トラクターなど農機具の盗難が増加しています 

 

イノシシ被害急増中！ 
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農業者年金が、さらに便利になります！ 

～より加入しやすく・生活設計に応じた年金受給～ 

 

●ポイント１ 令和４年１月から 

 若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました。 

（３５歳未満の方は、月額１万円から加入できます。） 

※３５歳未満で一定の要件を満たす方は、保険料の納付下限額が２万円から１万

円 

に引き下げられます。 

 

●ポイント２ 令和４年４月から 

 農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります。 

（年金の受給開始時期を、ご自身で選択できます。） 

 農業者老齢年金：６５歳以上７５歳 

 特例付加年金 ：６５歳以上（年齢上限なし） 

※昭和３２年４月２日以降に生まれた方が対象 

 

●ポイント３ 令和４年５月から 

 農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます。 

（６０歳以上６５歳未満の方も加入できます。） 

※２０歳以上６０歳未満の加入可能年齢条件が、６５歳に引き上げ 

 

●積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢化時代に強い年

金です。 

●認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、国が保険料を一定の

割合で負担する制度もあります。 

●年金は終身受給できます。加入者が８０歳前に亡くなった場合は、８０歳までに

受け取る予定であった年金を遺族が受け取ることができます。 

加入のお問い合わせは、農業委員会又は下記まで。 

 

 

 独立行政法人農業者年金基金 電話:03-3502-3199 

ホームページ：http://www.nounen.go.jp 
 

 

 

３ 


